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全国瞬時警報システム（Jアラート）発令時の対応について 

 

 

 このことについては、緊急地震速報のほか、弾道ミサイルにおける緊急情報の発令が懸

念されるところです。 

 ついては、Ｊアラート（弾道ミサイル）が郡上市に発令された場合の基本的な対応につ

いて下記のとおり確認します。各ご家庭でも安全確保をよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

【児童生徒が家庭にいる時間帯でのＪアラート発令】 

  ・安全が確認できるまで自宅待機 

 ・市として安全確認ができた段階で防災行政無線にて連絡 

 ・各校のメール配信等で登校の連絡 

 

【児童生徒が学校にいる時間帯でのＪアラート発令】 

  ・安全が確認できるまでシェイクアウト態勢 

 ・市として安全確認ができた段階で防災行政無線にて連絡 

 ・安全を確認の上で下校 

 

 

※ 郡上市にＪアラート（弾道ミサイル）が発令された場合、その後に市として安全確認が

できた段階で防災行政無線にて連絡されることが確認できました。 

 

※ 弾道ミサイル落下時の行動については、内閣官房  国民保護ポータルサイト

（http://www.kokuminhogo.go.jp/pc-index.html）に、情報が掲載されていますので参

照願います。 
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